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１【提出理由】

エスコンジャパンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の運用に関する基本方針が以下のとおり変

更されることとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）変更の理由

本投資法人の資産運用会社である株式会社エスコンアセットマネジメントは、2024年12月23日開催の取締役会に

おいて、投資主価値の最大化を目的として、経済情勢や資金調達環境、不動産マーケットの変化による投資法人の

経営成績や財務状態への影響を視野に入れ、運用資産の売却（資産入替を伴う場合を含む）をより一層機動的かつ

柔軟に行うことができるよう、売却方針の一部変更にかかる運用ガイドラインの変更を決議いたしました。これに

伴い、本投資法人の運用に関する基本方針が2024年12月23日付で変更されるものです。

 
（２）変更の内容についての概要

2024年10月30日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／

（1）投資方針」の一部が、2024年12月23日付で以下のように変更されます。

なお、特に断らない限り、2024年10月30日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を

有するものとします。

　　　　の部分は変更箇所を示します。

 
第一部　ファンド情報

第1　ファンドの状況

2　投資方針

(1)　投資方針

（中略）

 
⑩　売却方針

本投資法人は、不動産及び不動産信託受益権等の資産を中長期にわたり保有して安定的な収益を確保するこ

とを原則とし、短期的にこれらを売却しないものとします。

ただし、個別資産の規模や種別、所在するエリアの賃貸市場や売買市場の動向、中長期収支見込み、建物劣

化等による費用の増大、資産価値の中長期的見通しの他、投資法人の経営成績や財務状態への影響、資金調達

環境及びポートフォリオ全体への影響を踏まえた総合的な観点から、当該個別資産の売却（資産の入替えに伴

う場合を含みます。以下同じです。）がポートフォリオの収益の安定又は質の向上に資すると判断される場合

には、短期保有であるか中長期保有であるかにかかわらず、当該個別資産の売却を検討するものとします。

その他、個別資産の売却を行うことが投資法人の健全な運営に資すると判断される場合には、売却を検討す

るものとします。

 
（３）変更の年月日

2024年12月23日
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